
地域内フィーダー系統に係る地域公共交通確保維持事業の詳細

0地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金に関する事項

(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第17条第2項第1号~第4号関係)

地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細

0山形県地域公共交通計画<施策・事業3-2-1>地域内交通ネットワークについて、町
内関係者及び隣接地域の意見を踏まえた改善や見直しの検討等を定期的に行う。

・地域公共交通会議における、町内交通ネットワークの課題に関する年1回程度の定期的
な協議・検証、及び、系統・便数・運行ダイヤ等の見直し・改善(河北町)

・河北町外に影響する公共交通の検討・協議、及び地域別部会への提案・協議(河北町)

@山形県地域公共交通計画<施策・事業1 -1 -1>< 1 -2 -1>によって整備・運用さ

れている山形県地域公共交通情報共有基盤に対し、GTFS-JP等のデータを適時適切に提供す

る。(河北町、事業者)

・GTFS-JP の作成・提供(河北町

0山形県地域公共交通計画の<施策・事業3-1-1>に基づき、特に本事業の対象路線・
サービスが接続する地域間交通ネットワークの維持・強化を図る。(河北町)

・地域公共交通計画の<施策・事業2-1-1>によって導入される交通系 IC力ードに

ついて、町民や来訪者への普及啓発(事業者、河北町)

・本事業対象路線・サービスに対して交通系 IC力ードの導入の検討(河北町、事業者)
0その他、公共交通サービスの利用促進や改善のための事業を実施する。

・路線バスも含めた公共交通のネットワークが一目で分かる公共交通マップの作成・町内
全戸配布(河北町)
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別J因

市町村名

運行系統の概要及び運送予定者

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表1」を作成し添付

3 運行系統の利用者の数じ収支、費用に係る国又は地方公共団体の支出の額その

他の定量的な目標'・効果及びその評価手法・測定方法

河北町



0山形県地域公共交通計画大目標数値目標2の河北町相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

R ES A Sの移動実態数値(本県への来訪者数等):県外印,000人、県内 70,000人

・河北町目標値侶標年度R6年度末)

県外 869 人、県内 2,451 人

0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標3の河北町相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

市町村総合交付金対象路線・サービス(本計画対象系統を含む地域内交通ネットワーク

全体)の人口あたりの乗車人員:2.50 回/人

・河北町の目標値旧標年度R6年度末)

0,フ7 回/人(直近年度の実績 14,267 人)

0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標4の河北町相当分の達成

・県全体目標値帽標年度R6年度末)

市町村の移動サービスに対する負担額

地域鉄道 フ,203 万 6 千円(直近年度の実績 5,602 万 8 千円)

路線バス 4億 6,000 万円(直近年度の実績5億 926 万 7 千円)

コミュニティバス:4億 4,000 万円(直近年度の実績 4億 9,030 万 1 千円)

デマンド交通:1 億 5,000 万円(直近年度の実績 1 億 9,722 万 8 千円)

1億円 (直近年度の実績0円)タクシー

・河北町目標値帽標年度R6年度末)

フ,500 千円(直近年度の実績 7,567 千円)路線バス

コミュニティバス:18,100 千円(直近年度の実績 18,145 千円)

0上記目標を達成するための細目標の達成(年次目標)

東根線(国庫補助対象路線)の年間利用者数:8,500人以上(直近年度の実績8,484人)

東根線の収支率:9.68%以上(直近年度の実績 9.邪%)

東根線への河北町負担額7,426千円(直近年度の実績7,526千円)

0事業の効果

・上記路線を維持することにより、高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段が確保さ

れる。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運行体系が実現で

きる。さらには、外出促進・地域活性化にもつながる。

0上記目標・細目標の評価手法・測定方法

・上記目標・細目標の年度毎の達成状況について、最新のRESASの数値や事業者等か

ら提出された利用者数・収支率等の実績を基に、河北町公共交通会議や山形県地域公共

交通活性化協議会において評価・検討を行う。

臣1御

4 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額
地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図るバス路線について、その運行に係る

費用総額25,712千円のうち、河北町から運行事業者への補助金額については、運行収入及び

国庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を負担することとしている。

また、東根線への上記河北町の補助金額も含めた呪1蜂氏(山形県市町村総合交付金申請予
定事業一覧)」に記載された交通サービスに対する河北町の負担については、山形県市町村総
合交付金交付要綱に基づき、一定額を県が負担する。

0車両減価償却費等国庫補助金に関する事項

(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第劉条第1号~第4号関係)

5 車両の取得に係る目的・必要性

両'価 等庫助金を受けようとる△のみ



該当なし

6 車両の取得に係る定量的な目標・効果

(1)事業の目標

【車両減価却等国庫補助金を受けようとする合のみ】

該当なし

(2)事業の効果

該当なし

フ.車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、【車両減価
助金を受けようとる△のみ

該当なし

8.、、車両の取得に要する費用、の総額{jゞ負担者とその負担額
助金を受けようとす、る厶のみ

該当なし

0その他申請に関する事項

則一細
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0 山形県地域公共交通活性化協議会(全体協議会)
<令和2年度>

・令和 2年4月23日(第 1 回):協議会の設立、公開原則の議決等
・令和 2年7月15日(第2 回):地域公共交通計画策定に向けた議論
・令和 2年10月26日(第 3 回):地域公共交通計画骨子案の議論
・令和 3年1月28日(第4回):地域公共交通計画素案の議論
・令和 3年3月23日(第 5 回):地域公共交通計画案の議論

<令和3年度>

・令和3年6月日(第1回):国庫補助要綱改正を踏まえた地域公共交通計画の修正につ
いての議論

0 山形県地域公共交通活性化協議会(地域別部会)

<令和2年度>

山形県地域公共交通活性化協議会村山地域別部会

・令和 2年10月19日(第 1 回):地域公共交通計画策定に向けた地域課題の整理
・令和 3年1月18日(第2回):地域公共交通計画素案に対する地域の意見整理

0 山形県主催の補助要綱改正等の内容説明会

・令和3年4月20日:補助要綱の改正とそれに伴う県計画の修正の説明・質疑応答

協議会の開催状況と主な議論

減価
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山形県地域公共交通活性化協議会及びその地域別部会については、原則すべての資料及び議
事が協議会事務局(山形県)により河北町民も含めた県民全てに公開され、議事やその他地域
公共交通に関する意見の提供ができる状況にあり、提供された意見については、施策の反映に
つなげている。

本町では、地域住民の代表にて構成される会議等で、利用者の意見を運行計画に反映してい
る。

利用者等の意見の反映状況

等
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地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表5」を作成し添付

地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

【本計画に関する担当者・連絡先】

(住所)河北町谷地戊81番地

(所属)

(氏.名)

(電話)

(e-ma i D

まちづくり推進課

別紙

後藤洋介
0237ーフ3-2116

kank

kank

0@town

0@town

kahoku. ama ata.'P

ama ata kahoku l JP



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

河北町

株式会社葉山タクシー

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」1こついて記載を要しない。

2.「系統キロ程」1こついては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」1こついて記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(1 )

(2)

東根線

(3)

運行系統

起点

(4)

経由地

河北町役堪

(5)

さくらん1工棄択駅

終点

系統
キロ程

河北町役堀

三十画

運イテ
日数

往 12.8 km

復 12.8 km

三十画

運行

回数

km

364日

krY、

km

k『η

1833回

日

運行態様の別

krη

k「η

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

日

回

路線定期運行

kr"

基準ハで
該当する
要件

日

kr"

回

日

回

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

①

[Σ互亟ヨ

回

べに花温泉で補助対
象地域間幹線系統寒
河江河北線と接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

コ

②

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

河北町

株式会社葉山タクシー

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」1こ営業区域を記載する区ととし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」1こついて記載を要しない。

2.「系統キロ程」については、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

( 1 )

(2)

東根線

(3)

運行系統

起点

(4)

経由地

同北町役堀

(5)

さくらんⅨ廩根駅

終点

系統
キロ程

河北酢役堀

ヨ十画
運行
日数

往128km

復 12,8 km

三十画

運イ〒

回数

kr"

klYI

364日 ③

km

km

1833回

日

運行態様の別

krη

k『n

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及ぴ別表9)

日

回

路線定期運行

krn

km

基準ハで
該当する
要件

日

回

日

回

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

①

[Σ亘亙亙ヨ

回

べに花温泉で補助対
象地域間幹線系統寒
河江河北線と接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

河北町

株式会社葉山タクシー

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

2.「系統キロ程」1こついては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5,「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域問幹線系統又は地域問交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(1 )

(2)

東根線

(3)

運行系統

起点

(4)

経由地

、可北町役堀

(5)

さくらん1主棄択駅

終点

系統
キロ程

河北町役場

三十画
運イテ
日数

往 128 km

復 128 km

三十画

運行

回数

k rl'1

krYI

365日

km

km

1833回

日

運行態様の別

km

k『η

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

日

回

路線定期運行

krη

krη

基準ハで
該当する
要件

日

回

日

回

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

①

区亙亙亙ヨ

回

べに花温泉で補助対
象地域問幹線系統寒
河江河北線と接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

③

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

河北町

株式会社葉山タクシー

運行系統名
(申請番号)

(注)

1、区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」1こ営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」1こついて記載を要しない。

2.「系統キロ程」については、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4,「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域問幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

a)

(2)

東根線

(3)

運行系統

起点

(4)

経由地

河北町役嶋

(5)

さくらんぼ段按駅

終点

系統
キロ程

河北町役塀

三十画
運行
日数

往 12.8 km

復 12.8 krn

ヨ十画
運行
回数

k『η

364日

krη

kr"

krη

1833回

日

運行態様の別

k!"

krη

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

臼

回

路線定期運行

krヤ'1

kr"

基準ハで
該当する
要件

日

回

日

回

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

①

[Σ垂亙ヨ

回

べに花温泉で補助対
象地域間幹線系統寒
河江河北線と接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

③

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復

往
復



而 回リ

留所名

どんがホール前
ひな産迫センター前
べに花温泉

北病
河北中学校前

2便
10:20

10:21
10:24
10:25

10:30
10:33
10:35
10:36
10:37
10:39
10:40
10:43
10:44
10:46
10:48
10:50
10:53
10:54
10:55
10:57
11:01
11:02
11:03
11:04
11:07
11:10
11:15

11:16
11:17

11:19
11:22

11:26
11:27
11:31
11:32

笹
大

停留所名

細谷医院前
ひな市通り東

3便
12:10

12巾
12:14
12:15

12:20
12:23
12:25
12:26
12:27
12:29
12:30
12:33
12:34
12:36
12:38
12:40
12:43
12:44
12:45
12:47

12:51
12:52
12:53
12:54

田
根

協北谷地支所
寺J

改目公民館

サハトべに花
給食センター

紅花料館
勒

'田商

岩木観音口

河北町

道

フ:47
フ:49
フ:51
フ:53
フ:55

フ:56
フ:57
8:00
8:03

^
^

1便
フ:07
フ:08
フ:09
フ:11

フ:17

索

留所名
役

河北中学校
河北病院
ひな産直センター前
べに花温泉
どんがホール勺

田

淘老温泉
ひな通り
谷医 1

4
14:10

14:12
14 15

1914

14:20
14:24
14:25
1426
14:27

14:32
14:35
14:38
14:39
14:40
14:41

14:45
14:47

14:48
14:49
14:52

14:54
14:56

14:58
14:59
15:02
15:03
15:05
15:06
15:07
15:08
15 11

15
15
15:20
15:22

細谷医院前
ひな市通り東
海老温泉

切
改目公民館

どんがホール前
ひな産直センター勺
べにむ温泉
河ヒ
河北中学 1

.▲.

^

協北谷地支所

道

5便
16:29

16:31
16:34
16:38
1639
16:43
16:44
16:45
16:46

16:51
16:54
16:57
16:58
16:59
17:00

17:04
17:06
17:07
17:08
17:11

17 :1

17 :1

17 :1
17 :1

17:21
17:22
17:24
17:25
17:26
17:27

17:31
17:36
17:39
17:41

^
^

細谷医院 1
ひな市通り東

J

改目公民館
切

海老四温泉
ひな市通り束

"

フ:20
フ:21
フ:22
フ:23

フ:27
フ:32
フ:35
フ:37

農協北八地

大

山
ぶらっとぴあの
サンコーポラス、
河北病
河北学

^

松
弥
紅花

留名
候音

田商店
勒

河北中学校
北

ひな産自センター

べに花温泉
どんがホール勺

^
^

道

●乗車料金

●回数券(11回券)

●定期券

岩木餌音口

索

バス時刻表

ム

フ:18
フ:20
722
フ:24
フ:27
フ:28

フ:31
フ:32
フ:37
フ:38

フ:39
フ:44

フ:46
フ:47
フ:48
フ:50
フ:53
フ:55

フ:56
8:00
8:03

8:08
8:12
8:1

り

停留所名

料館

給食センター
サハトべに花

工

ひな'り束
細谷医院 1

えりの里
所

12:56
12:57
12:58

役

細谷医院前
ひな市通り束

勒

●身体がい者、知的い者、神がい者は各手、満75 '上の方は

後期齢者医被保険者等の年,のわかるものを運手にご示いた

だきますと上料ので乗車できます。

●回数券は「車内と役境防災課」、定期券は「役境防災課」1こて、
それぞれお求めになれます。

使えん。「ス勲"^{ス」では.

●「他市■畔す路捌tス及ぴⅡ佼パス」の料金等については、西接お問合わせください。

休日》
●北部線・西武線・南部線・部線 土日祝日

平日のみ運行●東根線平日便・

元旦を除く土日祝日のみ迎行土日祝日便

淘市市民バス北のべにぱな 智は、ひなセンター

沿いにありすのでごくださし、。

全路線共通 200円

2,000円

:1力月定期券 7,000円

3力月定期券 19.950円

6力月定期券 37β00円

白山神社 1
白山
塩之渕

サハトべに花
給食センター

15

16

11:19
11:20
11:25
11:28
11:30
11:31
11:32
11:34
11:36
11:38
11:41
11:44

11:46
11:48
11:50
11:51
11:52

満

2

8:55

8:56
8:57
8:59
9:00
9:03
9:06
9:07
9 10
9 11

169
9 17

189
9:23
9:25
9:26
9:27
9:29
9:32
9:34
9:35
9:39
9:42
9:46
9:47
9:51
9:52

どんがホール勺
ひな産直センター
べに花温泉
河

学校 1)0 北

根
田えりの里両

留所名

どんがホール前
ひな産直センター
べに

河ヒ
)0 北中学校 1

害要
下
畑
造
入

渕塩
白 堂

社1
中
治
天

:'五
部

中
白 山
白
塩
入

造
畑
下
要
司

北
ひな産也センター
べに花温泉
どんがホール1

ロヒ中学 1
口北病院
ひな産竜センター,

泉べに
どんがホール 1

ロロロ

サハトべに花

3
16:26
16:27

16:30
16:31
16:36
16:39
16:41

16:42
16:43
16:45
16:47
16:49
16:52
16:55
16:57
16:59
17:01
17:02
17:03

り

3便
11:47

11:48
11:51
11:52
11:57

12:00
12:04
12:05
12:07
12:10
12:12
12:B
12:14
12:16
12:21
12:22
12:23
12:28
12:29
12:32
12:33
12:36
12:39
12:40
12:42
12:43
12:44

^

校生上X下

校生上X下

校生以下
生上X下

校生上X下

農

4便
15:27

15:28
15:31
15:32
15:37
15:40
15:44

15:45
15:47

15:50
15:52

15:53
15:54

15:56
16:01
16:02
16:03
16:08
16:09
16:12

16:B
16:16
16:19
16:20
16:22
16:23
16:24

王

100円)

1,000円)

3,500円)

9,980円)

18,900円)

しております。)

停留所名

どんがホール前
南部小学校"
ひな産遭センター前
べに花温泉
河北
ぶらっとぴあ億の羽
山
廉助新田中
腰助

※河北町路線バスの定員は9人でジャンボタクシータイプになります。
※各路線の「ひな産直センター前」へは1月1日から1月3日は停車しません。

問い合わせ先

<河北町営バス>
環境防災課生活環境係

停留名

^

どんがホール前
ヒ学勺0

0

ひな産白センター前
べに花温泉

'▲

切
ひな通り東

谷医院前
役
河北中学校勺
河北病院

田えりの里
根

5:57
5:58
6:01

6:03

(裏面にも他市町路バス及び山交バスの時刻を

.ノ

日下部
田

研修センター
址公

食センター
サハトべに花

工

2便
9:02
9:03
9:06
9:07
9:08
9:
9:
9:
9:21
9:22
9:25
9:27
9:28
9:29

着9:35
発9:40
9:42
9:43
9:51

9:52
9:53
9:55
9:58
9:59
10:01
10:03
10:05
10:08
10:11
10:14

2
13:15
13:16
13:19
13:22
B:26
13:27
13:31
B:33
13:35
13:37
13;38
13:40
B:44
B:47
B:48
13:50
13:52
13:54
B:57
13:58
14:03
14:06
14:09
14:10
14:11

14:12
14:14

14:15

14:20

駅

便平日

4便3便 5便 6便
14:5112:54 17:47 19:06

12:55 14:52 17:48 19:07
12:58 14:55 17:51 19:10
12:59 14:56 ↓
B:00 14:57 17:53 19:12
13:05 15:02 17:58 ↓
13:09 15:06 18:02 19:17
13:11 15:08 18:04 19:19
13:13 15:10 18:06 19:21
13:14 15:11 18:07 19:22
13:17 15:14 18:10 19:25
13:19 15:16 18:12 19:27
13:20 15:17 18:B 19:28
13:21 巧:18 18:14 19:29

13:27 蒼15:24 芦18:20 砦19:35
発13:32 発15:29発18:25 19:40
13:34 15:31 18:27 19:42
B:35 15:32 18:28 19:43
13:43 15;40 18:36 19:51
13:44 15:41 18:37 19:52
B:45 15:42 18:38 19:53
13:47 15:44 18:40 19:55
B50 15:47 18:43 19:58
13:51 15:48 18:44 19:59
13:53 15:50 18:46 20:01
13:55 15:52 18:48 20:03
13:57 15:54 18:50 20:05
14:00 15:57 18:53 ↓
14:03 16:00 18:56 20:08
14:06 16:03 18:59 20:11

ひな

細谷医

3
17:33
17:34
17:37
17:40

17:45

17:49
17:51
17:53
17:55

17:56
17:58
18:02
18:05
18:06
18:08
18:10

18:12

18:16
18:21
18:24

18:27
18:28
18:29
18:30
18:32
18:33
18:38

延
センター

店^

日下部商店
の下

ひな産由センター,
べに花j

北口

学校前0

どんがホール1

田

さくらんほ東根駅

一本木中央
まなびあデラス

田

ツ

り

(令和3年4月1日改正)

U、

フ:31
フ:32
フ:34

フ:38
フ:41
フ:43
フ:44
フ:46

フ:48

フ:52
フ:57

8:00
8:03
8:04
8:05
8:06
8:08

8:09
8:14

話:0237ーフ3-2116

停留所名

どんがホール前
ひなセンター勺
べに花温泉
0 北病
河北中学校前

<医院勺
ひな市通り東

切
台

野

羽

6:20

発6:30
6:32
6:33
6:41

6:42
6:43
6:45
6:48
6:49
6:51

6:54
6:57
フ:00
フ:03

【フリー乗降制度について】
停留所に限らず、路線内どこでも乗り降りできます!

(国 287号中央分離設箇所は除きます。)

※「他市町路線バス及び山交バス」は、河北町内では

フリー乗降はしておりません。

《乗降のしかた》

●乗車の際は、運転手にわかるように手を上げるなど合図を

してください。

●降車の際は、運転手に声をかけてください。

※事故防止のため急停車はできませんので、ご了承ください。

※道路状況や悪天候、その他の事由により遅れる場合があり

ます。

入

助新田束
田

ツ

土日契日便

1便 2便 3便
フ:06 12:59 17:47
フ:07 13:00 17:48
フ:10 13:03 17:51

13:04 ↓
12 B:05 17:537

7 17 13:10 17:58
フ:21 B:14 18:02
フ:23 13:16 18:04
フ:25 13:18 18:06
フ:26 13:19 18:07
フ:29 B:22 18:10
フ:31 13:24 袷:12
フ:32 13:25 18:13
フ:33 B:26 18:14

着7:39 着13:32 着18:20
発7:49 発13:37 発18:25
フ:51 B:39 18:27
フ:52 B:40 18:28
8:00 13:48 18:36
8:01 13:49 18:37
8:02 13:50 犯:38
8:04 B:52 18:40
8:07 13:55 18:43
8:08 13:56 18:44
10 13:58 18:468
12 14:00 18:488

8:14 14:02 18:50
8:17 14:05 18:53
8:20 14:08 18:56
8:23 14:11 18:59

根
田
両
天
治

入
屋
田
央

三
野

満
橋
 
1
堂
渕
山
中
害

1
場

2
"
η

枝
本

根
田

山
中

山
之

中
山

之
山

園
戸



他市町

乗換え方法' ''.

寒河江前行き【山交バス】

寒河・前行き【山交バス】

寒河江駅前行き【山交バス】

寒河江駅前行き1山交バス】

・山形方

^

のアクセスには山交Jtス」

前行き1山交バス】(乗り換え
寒河江駅前 6:45発

'

ノ

ー.L

゛

^'L

及ぴ山交バス時」表 (令和3年4月1日改正)

前行き【山交バス】

0なの罰・ンター前
部小学校罰

齢木内剥医院前
苔地新田

てださい。》

鶏■前
ヨークタウン河北

桑寺前
サハトべに

'地所.

地高校前
地著案

河北病院西口

5:30

5:31

5:32

5:33

5:34

5:34

5:35

5.37

5.38

5:39

5:40

5:41

5:42

5:43

5:44

5:45

5.46

5 47

5:48

5 49

5:50

5'51

5:52

5:52

5:52

5:53

5:56

表

線上りUR束日本】(染り換え

根市市民バス

日:土日祝日.1ユ月31日~1月3日

6:15

6:16

6:17

6:18

6:19

6:19

6:20

622

6 23

6:24

6:25

626

6:ユフ

6 28

6:29

6 30

6:31

6:32

6 33

6:34

6'35

6.36

6:37

6:37

6:37

6:38

6:41

JR左沢線上りU諌日本】
フ:30着山形駅

Φ(砦)
648

6 49

6:50

6:51

6:52

6:52

6:53

6:55

6:56

6:57

6:58

6:59

フ:00

フ:01

フ:02

フ:03

7 04

フ:05

7 06

フ'07

7 08

7 09

フ:10

フ:10

フ:10

フ:11

フ:17

停佃所名

さくらんぽ糎駅

田中央

田

ツ

入

口

サンコーポラス河北詞

立河北病院

どんがホール前

南部小学校

べにばな渇泉

田口

田中

田

@
フ:20

フ:21

フ:ユユ

723

フ:24

フ:24

725

フ:ユフ

728

フ:29

フ:30

フ:31

フ:32

733

フ:34

735

736

フ:37

738

フ:39

フ.40

フ:41

フ:42

フ:42

フ:42

フ:43

フ:48

河

^
庁^

立化センター

根

河江市投所

中

寂

巷の下

「玩砺モヲ予司U

1便

フ:07

フ:11

フ'12

7 14

フ:16

フ:18

フ:19

フ:25

フ:ユフ

フ:30

732

フ:34

フ:35

フ.40

フ:41

フ:42

フ.44

フ:45

フ:47

フ:48

フ.50

フ:59

8.01

8.02

新

中央

河江

口

ユ便

16:35

16:39

16:40

16:42

16'44

16:46

1647

16.53

16:55

16:56

16占8

17:00

17:01

17:06

17:07

1708

17.10

17:12

17:14

17.15

知リ

()

河江

山 形

(完】

駅

(特

ハス運行,

全体.路図

前

6:00

特山形舮前行キ山形自動

山市市営バス

運休日:土日祝日.1ユ月31日~1月3日

他市町、バス及ぴ山交バスに関する詳細に

閲しては各問い合わせ先へごください。

4

6:45

y

7

田

入

皇なびあテラス

中本

さくらんぽ糎駅

5

フ:17

僅亜画

中

海在

沢小学

<河北町営路鍍バス>
環境肪災諜生活環境保

<東根民バス>
根市生活環坦市民生活係

<村山市営パス>
村山市市民頓境設生活境係

<西川町路線バス>
西川町町民税務町民生活係

<山交バス>
山交パス寒河江営奈所

フ:55

ユ便

9:00

9:01

9:02

905

9:08

9'09

9:10

9:12

9:14

9.15

9:17

9:ユユ

9:24

9:26

9:29

9:30

9:31

8:00

由

50

^

7 40

フ:42

フ:44

フ:45

フ:47

フ'52

フ:54

フ:56

7 59

8:00
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表5 地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

市区町村名

人口集中地区以外

河北町

交通不便地域等

交通不便地域等の内訳

人口

人口

(単位:人)

T皿以公弐父週云T1里1、屯鵡叱公犬父週不捫史工旨逗矢力也云T圓、氾以様各浬込サー亡人祢ホ元美力也6T圓Uノ束疋

年月日及び

13,431

仕去価 ム

対象地区

山形県地域公共交通計画

計画名

(1)記載要領

1.人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の3月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

2.「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

3.「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(以
下、「交付要綱」という。)の別表7(ハ②(1))に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表7(ハ②(2X実施要領の2.(1)⑪))に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表フリに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
(重複する場合を除く)を記載すること。

4.「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表7(ハ②(1))に掲げる法律
(根拠法)に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

5.「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定(乗用)」と記載すること。

6.吽割列適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること。

根拠法

策定年月日

令和3年3月

特例適用開始年度

(2)添付書類
1.「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

け二だし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可)
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